
補助金額

【南九州市空き家等活用支援事業補助金】
地域に残された空き家活用を支援します！

地域に残された空き家を『有効な資源』として
活用しようとする自治会等の活動を支援し，交
流人口の拡大や移住定住の促進による地域の活
性化を目指します。

移住定住

お問い合わせ 企画課移住定住促進係 Tel：0993-83-2511 Fax：0993-83-4469

申請者 対象工事

①地区公民館
②自治会
③特定非営利活動法人
（NPO法人）

• ６月以上継続して居住者
のいない空き家

• 改修後は５年以上交流拠
点施設等※として活用す
ること

※30万円以上の改修経費
が必要です。
※対象工事は，建物本体
に係る工事です。（外構
工事や住宅設備機器，家
具，電化製品，調度品等
の購入費用などは補助対
象として扱いません。）

口座振込

請求

所定の様式に，必要書類を添えて申請します。

事業着手

公募

申請

交付する事業者を選考
（審査・交付決定）

【重要】３月31日までに報告する必要があります。

申請者

市

事業完了
７月頃６月頃

現地確認
（完成検査）

完成
報告書

対象となる
空き家

・市内事業者への請負工事
・補助対象者が直接行う工事

200万円
補助対象者

手続きの流れ

（※：交流拠点施設の例）
移住者向けの賃貸住宅、お試
し居住用住宅、シェアハウス
など

（空き家等の改修経費の３分の２）

最大


